
富士の国やまなし外国人誘客促進アプリ構築業務に関する 
企画提案審査委員会設置要綱 

 
（設置） 
第１条 富士の国やまなし外国人誘客促進アプリ構築業務について、業務委託を受託する業

者を選定するにあたり、業者からの提案について適正かつ公正な審査を行うため、当該業

務委託に関する企画提案審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 
 
（業務） 
第２条 審査委員会は、募集した富士の国やまなし外国人誘客促進アプリ構築業務に関する

次に掲げる事項について審議を行い、最も優れた企画案を提案した業者を選定し山梨県に

報告する。 
（１）業務委託者を選定するための選定基準 
（２）最優秀提案業者の選定 
（３）その他最優秀提案業者の選定に関し必要な事項 

 
（組織） 
第３条 審査委員会は、次に掲げる職の者をもって組織する。 
（１）観光部次長 
（２）(公社)やまなし観光推進機構理事長 

（３）観光部観光企画・ブランド推進課長 
（４）観光部観光振興課長 
（５）観光部国際交流課長 

    
（委員長） 
 第４条 審査委員会に委員長を置く。 
   ２ 委員長は、観光部次長をもって充てる。 
     ３ 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。 
     ４ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す

    る。 
 
（会議） 
 第５条 審査委員会は、委員長が招集し、必要に応じ随時開催する。 

２ 審査委員会は、委員の過半数の出席をもって開催する。 
３ 審査委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、審

査委員長の決するところによる。 
 
（事務局） 
 第６条  審査委員会の事務局は、観光部観光振興課に置く。  
      
（その他） 
 第７条  この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が 
    別に定める。 
 
 附 則 
     この要領は、平成２７年４月３０日から施行する。 
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